
刑事責任能力鑑定について

よくニュースなどで「刑事責任能力についても慎重に調べている」などとよく耳にすることがあります。
それは、誰がいつ行なってるのでしょうか？
刑事責任能力は法律家（と裁判員）が判断するものです。しかし、その判断をするときに、精神医学的な
知識や経験が不足していて、困ることがあります。そのような場合に、精神科医の力を借り、知識と経験
を補充するのが「刑事責任能力鑑定」です。そして、検察官がその事件を起訴するかどうかを判断する
際に、参考として行われるのが「起訴前鑑定」です。起訴前鑑定には以下のような種類があります。

起
訴
前
鑑
定

簡易鑑定

起訴前本鑑定

通常の勾留期間中に半日～１日で行われる

通常２ヶ月程度の鑑定留置期間を別途もうけ
て行われる
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